
不法投棄未然防止事業協力　個別協力案件

世帯数： 人口数：

※１：世帯数及び人口は、平成17年国勢調査。なお数値は、対象地域のもの。
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都道府県名：京都府 市町村等名：綾部市

対象地域：綾部市中山町、安国寺町、高槻町、梅迫町、上杉
町、於与岐町、黒谷町、八代町、上八田町、七百石町、中筋
町、岡安町、淵垣町、下八田町、有岡町、里町、多田町、高倉
町、小呂町、星原町、桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、位田町、
栗町、豊里町、館町、今田町、大畠町、小西町、鍛冶屋町、小
畑町、石原町、小貝町、私市町、物部町、西坂町、新庄町及び
白道路町地域

4,381世帯 12,506人
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不法投棄
された特
定家庭用
機器廃棄
物の回
収・輸送
方法

不法投棄防止看板の設置、不法投棄撲滅ご
近所見守り隊による巡回パトロール

エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機

地域ボランティアが回収し、市のクリーンセンターに
輸送する。市のクリーンセンターから指定引取場所
までは職員が輸送する。
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